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事実の概要

　地方交付税（以下、「交付税」という）は、地方
団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団
体が一定の水準を維持できるよう財源を保障すべ
く、国税として国が地方団体に代わって徴収し、
各地方団体に分配するものである１）。地方交付税
法（以下、「交付税法」という）上、交付税は普通
交付税と特別交付税に分けられる（交付税法 6条
の 2）が、この内、各地方団体に交付される特別
交付税の算定方法は、交付税法 15 条 1 項の委任
を受けた総務省令で定めることとされる。総務大
臣は、これに従って毎年度 12 月と 3月の 2度に
分けて交付額を決定する（交付税法 15 条 2項）。
　令和元年度の特別交付税につき、総務大臣は特
別交付税に関する省令附則 5条 21 項（令和 2年
総務省令第 11 号による改正前のもの）及び 7条 15
項（令和 2年総務省令第 12 号による改正前のもの）
を定めた（以下、「本件特例規定」という）。本件特
例規定は、いわゆるふるさと納税寄附金に係る収
入見込みが一定額を超える場合には、当該超過額
を減算項目として特別交付税を算定することとし
ていた。
　本件特例規定に基づき、総務大臣は、地方団体
Ｘ（泉佐野市―原告・被控訴人・上告人）に対し、
令和元年度 12 月分及び 3月分の特別交付税の交
付決定（以下、「本件各決定」という）を行った。Ｘは、
本件特例規定が交付税法 15 条 1 項の委任の範囲

を逸脱し違法無法であるからこれに基づく本件各
決定は違法であると主張して、Ｙ（国―被告・控
訴人・被上告人）を被告として本件各決定の取消
しを求める訴えを提起した。
　第一審の大阪地裁は、中間判決により本件訴
えが裁判所法 3条 1 項の「法律上の争訟」に当
たると認めた上で（大阪地中間判令 3・4・22 判時
2495 号 14 頁）２）、本件特例規定は交付税法 15 条
1項による委任の範囲を逸脱しているとして、本
件各決定を取り消した（大阪地判令 4・3・10 判時
2532 号 12 頁）３）。これに対しＹによる控訴を受
けた大阪高裁は、本件訴えの「法律上の争訟」性
を否定し、訴えを却下すべきとしたため、Ｘが上
告した４）。

判決の要旨

　「裁判所法 3条 1 項にいう法律上の争訟とは、
当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存
否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適
用により終局的に解決することができるものをい
う（最高裁昭和 51 年（オ）第 749 号同 56 年 4
月 7日第三小法廷判決・民集 35 巻 3号 443 頁参
照）」。
　「地方団体は、国とは別個の法人格を有し、地
域における行政を自主的かつ総合的に実施する役
割を広く担うものであるところ（地方交付税法 2
条 2 号、地方自治法 1 条の 2、1 条の 3 第 1 項、
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第 2 項、2 条 1 項、2 項）、地方交付税は、地方
自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の
独立性を強化することを目的として、地方団体が
ひとしくその行うべき事務を遂行することができ
るよう、国が、地方団体に対し、条件を付け又は
その使途を制限することなく、交付するもので
ある（地方交付税法 1条、2条 1号、3条 2項）。
そして、特別交付税は、このような地方交付税の
一種であり、交付されるべき具体的な額は、総務
大臣がする決定によって定められるものである
（同法 4条 2号、6条の 2第 1項、15 条 1項、2項、
16 条 1項）」。
　「そうすると、特別交付税の交付の原因となる
国と地方団体との間の法律関係は、上記決定に
よって発生する金銭の給付に係る具体的な債権債
務関係であるということができる。したがって、
地方団体が特別交付税の額の決定の取消しを求め
る訴えは、国と当該地方団体との間の具体的な権
利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に当た
るというべきである」。
　「また、特別交付税の額の決定は、地方交付税
法及び特別交付税に関する省令に従ってされるべ
きものであるから、上記訴えは、法令の適用によ
り終局的に解決することができるものといえる」。
　「以上によれば、地方団体が特別交付税の額の
決定の取消しを求める訴えは、裁判所法 3 条 1
項にいう法律上の争訟に当たると解するのが相当
である」。

判例の解説

　一　本判決の意義
　本判決の意義は、交付税の交付額の決定を巡る
地方団体と国の間の紛争が、裁判所法 3条 1 項
において裁判所の審判の対象とされる「法律上の
争訟」に当たるということを最高裁として初めて
認めた点にある。交付税を巡る国・地方団体間の
紛争の法律上の争訟性についてはかねてより議論
があり５）、本件第一審中間判決と控訴審判決との
間でも結論が分かれていた。

　二　法律上の争訟と司法権
　周知の通り、法律上の争訟は裁判所法上の概念
でありながら、憲法上の司法権の範囲を画する役
割を担ってきた。すなわち判例は、憲法 76 条 1

項にいう「司法権が発動するためには具体的な争
訟事件が提起されることを必要とする」と解して
いるが６）、ここで司法作用の対象とされている「具
体的争訟」は法律上の争訟と同義であるとされる。
本判決も引用する「板まんだら」判決によれば、
ある紛争が法律上の争訟と認められるためには、
①「当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係
の存否に関する紛争であって」（事件性要件又は狭
義の事件性要件と呼ばれる）、かつ②「それが法律
の適用によって終局的に解決し得べきもの」（終
局性要件又は法律性要件と呼ばれる）である必要が
あるという。このような「司法権＝具体的争訟の
裁判＝法律上の争訟の裁判」という等式が、我が
国司法権の基本的な構図として受け入れられてき
た７）。
　こうした構図に対し、宝塚市パチンコ店等規制
条例事件最高裁判決は、「法規の適用の適正ない
し一般公益の保護を目的とする」訴えにつき、「自
己の権利利益の保護救済を目的とするものという
ことはできないから、法律上の争訟として当然に
裁判所の審判の対象となるものではな」いと判示
することで８）、法律上の争訟性の判断に「私益保
護目的の争訟提起という新たな要素を付け加え
た」９）。宝塚判決は多くの批判を浴びたが、その
包括的判示により「行政権の主体として国や地
方公共団体等の行政主体が提起する訴訟一般に
ついて『法律上の争訟性』性を否定するものと
解される傾向が下級審判決において生じた」と
される 10）。本件で問題となった交付税の交付決
定を巡る地方団体と国との間の紛争の法律上の争
訟性に関してもその射程が及び得るものであり、
宝塚判決の扱いに関しても第一審と控訴審との間
で判断が分かれていた。

　三　下級審の判断
　本件第一審中間判決は、「板まんだら」判決の
枠組みを前提に、交付税法の仕組みを踏まえて、
「地方団体が国から法律の定めに従い地方交付税
の分配を受けることができるか否かに関する紛争
は、地方団体と国との間の具体的な権利ないし法
律関係の存否に関するものであるということがで
き」るとして、簡潔に法律上の争訟性を肯定した。
宝塚判決では国又は地方団体が「財産権の主体」
として提起する訴訟に関しては法律上の争訟と認
められると判示されており、地方交付税を巡る紛
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争もこのような場合に位置づけ得るものであった
が 11）、本件中間判決はこうした議論に明示的に
は触れていない。宝塚判決に関しては、本件が「専
ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務
の履行を求めるものではない」ことから、「事案
を異にし、本件に適切でない」とした。また本件
は地方団体が「固有の資格」に基づいて提起した
訴訟であり、主観的な権利利益の救済を目的とす
るものではないというＹの主張についても、「行
政主体であっても、独立の法人格を有するものと
して、具体的な権利ないし法律関係の存否を争い
うる場面においては、それらの存否について裁判
所に判断を求めることを否定される根拠は見当た
ら」ないとして退けている。
　これに対し控訴審判決は、「司法権の概念には
国民の裁判を受ける権利が反映されている」とい
う理解を基礎としたやや独自色のある法律上の争
訟観の下 12）、本件の法律上の争訟性を否定した。
すなわち法律上の争訟とは、「基本的に個々の国
民が提起する争訟であって、その具体的な権利義
務ないし法律関係の存否に関する紛争がこれに該
当し、国と地方団体を当事者とする紛争は、個々
の国民と同様の立場に立って行うもの（財産権の
主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を
求めるような場合）は格別として、双方が行政権
の主体同士として関与する、行政権内部の法適用
の適正をめぐる一般公益に係る紛争である限り、
法律上の争訟に該当しないと解するのが相当であ
る」。その上で、交付税が「全ての地方団体が適
正に行政事務を遂行できるよう、地方団体全体の
利益を考慮して、税の配分を行うことを目的とし
ている」こと等に照らして、本件のような「紛争は、
国と地方団体が、それぞれ行政主体としての立場
に立ち、地方団体全体が適正に行政事務を遂行し
得るように、法規（地方交付税法）の適用の適正
をめぐって一般公益（地方団体全体の利益）の保
護を目的として係争するもの」であり法律上の争
訟とは認められないとした。このような控訴審の
法律上の争訟観からは、「司法権の作用を具体的
な紛争の裁断一般ではなく、私人の私的な権利・
利益の保護に限定しようとする一種の固定観念が
みられる」とされ、いわゆる「私権保護ドグマに
とらわれたもの」と批判される 13）。これに加え
て控訴審は、地方団体は「行政主体として、国と
ともに行政権の一部を構成する面があ」ることか

ら、国民と同程度の裁判を受ける権利の保障を受
けられないとした上で、こうした判断は法律上の
争訟に関する宝塚判決の判示と「軌を一にする」
という 14）。

　四　本判決の判示
　本判決は、紛争の主体の地位やその目的といっ
た下級審における多くの争点について明確な回答
を示すことなく、簡潔に本件の法律上の争訟性を
肯定しているように思われる。法廷意見はまず「板
まんだら」判決を引用しつつ、法律上の争訟＝事
件性・終局性の要件を満たす争訟という従来の構
図を前提とすることを示す。
　事件性要件については、①地方団体が国とは別
個の法人格を有すること、②交付税が地方団体の
独立性強化を目的として使途の制限なく交付され
るものであること、③具体的な交付額が総務大臣
の決定により定められることなどから、「特別交
付税の交付の原因となる国と地方交付団体との間
の法律関係は、上記決定によって発生する金銭給
付に係る具体的な債権債務関係である」とし、本
件が事件性要件を満たすことを認めた。①②に関
しては、控訴審判決が本件紛争を「行政権内部」
で生じたものとしていたことに対応して、地方団
体と国とが外部法関係にあることを示すものであ
るように読める。本件のような国と地方団体の財
政関係について、これを行政の内部関係と捉える
見解もあるが 15）、このような「内部関係論」は、
少なくとも地方交付税の交付決定に関しては否定
されたものといえる。③は、総務大臣が下す交付
額の決定によって、決定された額の交付金を受け
る権利が地方団体に生じることを確認している。
他方の終局性要件に関しては、特別交付税の額の
決定が、「地方交付税法及び特別交付税に関する
省令に従ってされる」ものであるという理由で認
めている。
　先にも述べたように、本判決は法律上の争訟性
の判断において、紛争の主体の性格やその目的に
ついて言及しておらず、宝塚判決も参照していな
い。この点は、最高裁が「私益保護目的の争訟提起」
という要素を法律上の争訟性の判断に入れ込んだ
宝塚判決から距離を置いていることを示唆してい
るようにも読める。民事訴訟法学説において法律
上の争訟は、「『当事者適格』とは明確に区別され
た、もっぱら訴訟の対象である事件の客観的性質・
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内容」すなわち「訴訟物たる訴訟上の請求に関わ
る訴訟要件と捉え」られており、「誰が当事者と
なって訴訟を提起したかの問題とは切り離して、
事件そのものが司法権の範囲に属するか否かを決
定する基準」であるとされる 16）。訴訟要件とし
ての法律上の争訟をこのように捉えることの根本
には、「司法権の範囲を画するのは、客観的な事
件そのものの性質・内容であるべきであって、そ
の事件につき誰に訴訟当事者となる資格が認めら
れるかは、司法権の範囲に属することが決まった
事件について考慮すべき」という考えがあるとい
う。この点、いわゆる岩沼市議会判決が 17）、（明
示的ではないものの）議員活動の自由という職務
上の権限を事件性要件にいう権利として認めた点
を捉えて、「要件①〔事件性要件〕を充足するか否
かは請求の趣旨によって形式的に判断される（単
純にいえば、憲法上の権利だと「主張」して訴え
を提起すれば、それで要件①は満たされる）……
と解し得る」とされることは、こうした法律上の
争訟の理解と合致するものである 18）。本判決が
紛争の主体の性格やその目的に触れずに、専ら交
付金給付に対する債権債務という紛争の対象に着
目をして本件の事件性を認めたことは、行政主体
間の紛争に関して宝塚判決が示した狭い法律上の
争訟観からの転換を示唆するものと見ることもで
きる。最近の最高裁は、他に参議院議員の要求に
応じて内閣が臨時会招集決定をする義務を負うこ
と等の確認を求める訴えについても法律上の争訟
性を認めており 19）、このような法律上の争訟性
を緩やかに認める姿勢が他の事例においても示さ
れるのか、今後の動向が注目される。
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